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2．改正 の 背景

　IMO 防火小委員会 に お い て ，消火装置等 の 基準を定め た

火 災安全 設 備 コ
ード （FSS コ

ード）の 見直 しが 継続的 に 行

わ れ，試料抽 出 式煙探知装 置 の 要 件 に つ い て も検 討が 行わ

れ た。

　その 結果，IMO 第 87 回海上 安全委員会 （MSC87 ） にお

い て ，試料抽出式煙探知装置 に 関す る FSS コ
ー

ド第 10 章

の 改 正 が決議 MSC ．292 （87）と して 採択 さ れ た。

こ の た め ，決議 MSC ，292 （87）に 基づ き，関連規定 を改め

た。

3．改正 の 内容

（1）規則 R 編 30，2，1−1．に お い て ，試料 抽 出 式煙 探 知 装 置 の

　　構成 要素 で あ る 吸煙 口
， 試料抽 出 管，＝ 方弁 及 び 制 御

　　盤 の 定義 を規定 した 。

（2）規 則 R 編 30．2．2−2．に お い て ，試料抽出管の ・f法及 び 試

　　料用 送 風 機 の 吸 込 容 量 は，次 の 〔8＞に 試 験 要件 と し て

　　規定 され る検知時間 の 要件 を満足する よ うに 設i’［され

　　た もの とす る よ う規定 した。

（3）規則 R 編 30．2．2−6．に お い て ，制 御 盤 は EN 　54−2：1997，

　 EN 　54−4：1997及 び IEC　60092−504に従 っ て 試験 され た

　　もの とす る よ う新 た に 規定 し た 。 なお，日木籍船舶 に

　　あ っ て は 本 会が 適 当 と認 め る 場合 に は 他 の 試験 規 格，

　 外国籍船舶 に あ っ て は 主 管庁が 適 当 と認 め る 場合 に は

　　他の 試験規格 に よ っ て 良い 旨規 定 した。

（4）規 則 R 編 30．2．3−1．に お い て，吸煙 口 の 設置 位 置 及 び 数

　　量 に関 す る要 件 を改 め た。

　　（a ）吸 煙 日 の 数

　　各抽 出点 に つ き設 置する 吸煙 「コの 数の 4 つ 以 ドとする

　　従来の 要件 を削 り，吸 煙 口 の 数 は，次の （8）に 試験 要

　　件 と し て 規定 さ れ る 検知 時間の 要件 を満足す る よ うな

　　数 とす る よ う現定 した。

　　〔b）　吸煙 口 a）酉己置

　　排 気 に使 用 す る 各通 風用 ダ ク トに ，フ ィ ル タ 装 i 付 の

　　吸煙 口 を ユつ 以 上 配 置す る よ う規定 した。また，貨物

　　倉 に 気密 で な い ＿層 甲板用 の パ ネル が 設 撮 され る 場 合

　　に は
， 貨物倉 の 上部及 び 下 部の 両 方 に吸 煙口 を配 置す

　　る よ う親定 した 。

（5）規則 R 編 30．2．4−1．（2）に お い て ，制御盤 を船橋 又 は 火

　　災制御場所 に配置す る よ う規定 し，制御盤が 火災制御

　　場 所 に設 置 され る場合 に あ っ て は，表示盤 を船橋 に配

　　置する よう規定 した。また規 則 R 編 30，2，4−1．（1）に お い

　　て ，制 御盤 及 び 表示盤 は 煙 又 は そ の 他の 燃焼生 成物 を

　　探知 した場 合 に可 視可 聴信 号を発 す る もの と し な けれ

　　ば ならない 旨規定 した。

（6）規則 R 編 30，2，4−1．（5）に お い て ，制 御盤 に は ，警報及

　　び故障 を示す信
．
号を 手動 で 確認する た め の 装置を備え

　　る こ と並 び に 制御盤 は，通常 の 状態，警報状態，手動

　　で 確認済み の 警報状態 ， 故障状態 及 び 消音状態 を明 確

　　に 識別で きる もの とする こ と を新 た に規定 した。なお，

　　制 御盤 及 び表示盤 の 可 聴警報装畳 は，手動 で 消音状態

　　にで きる もの と して 差 し支 えな い 旨規定 した 。

〔7） 規則 R 編 30．2．4−1．（6）にお い て ，試料抽 出式煙探知装

　　置 は，警報及 び故障状態が 解 除 され た後 に，通 常の 作

　　動状態 に 自動 的 に再 設 定 さ れ る よ うに 設計 され た もの

　　とす る よ う規定 し た。

（8）規則 R 編 302 ，4−2．〔2）にお い て，装 置 を設 置 した 後 に

　　行 う試験の 要件 を新 た に 規定 し，試料 抽 出式 煙 探 知 装

　　置 の 最 も遠 く離れ た吸煙 1［に 煙 が 吸入 さ れ て か ら，車

　　両 甲板 用 の 装 置 につ い て は 180 秒以 内，一
般貨物倉及

　　び コ ン テ ナ 運搬船の 貨物倉用 の 装 置 に つ い て は 300 秒

　　以 内 に 制御 装 置 に お い て 警 報 が 受 信 さ れ る よ う新た に

　　規定 した 。 こ れ に伴 い ，こ れ まで検査要領 R編 R30．2．1

　　に 規定 して い た検知時間に関 す る規定を削 っ た。

（9）検査 要領 B 編 B．2．1．4 に お い て ，前 （8＞の 試 験 を 火 災探

　　知装 置 の 検査 と して 実施す る よ う規 定 した。

（10）旅客船規 則 検査 要 領付録 7−1 の 火災安全設備 コ
ー

ドの

　　条文解釈 に関 する 表中，IMO の サーキ ュ ラ
ー

に 基 づ き

　　規定 し て い た FSS コ ード 10，2，1．2 及 び FSS コ ード

　　10，2，2，2 に 対す る 解釈を削 っ た。

1．は じめ に

66 ．鋼船規則 R 編及 び関連検査要領に お け る改正 点の 解説

　　　　 （固定式炭化水素 ガ ス 検知装置の設置等）

2．改正 の 背景

　2011 年 11 月 1 日付
一・

部改正 に よ り改正 され て い る鋼 船

規則 R 編 及 び関 連 検査 要領中，固 定式炭化水 素 ガ ス 検 知 装

置 の 設 置 等 に 関 す る 事項 につ い て ，その 内容 を解説す る。

なお，本改正 は，2012年 1月 1 口以 降 に起 工 又 は同等段階

に あ る船舶 に 適用 され て い る。

（1）2010 年 5 月 に 開 催 さ れ た IMO 第 87 回 海 ヒ安 全 委 員

　　会 （MSC87 ） に お い て ，　 SOLAS 条約第 II−2 章及 び火

　　災 設 備安 全 コ ード 〔FSS 　Code ） の
・
部 改 正 が 決議

　 MSC ．291 （87＞及 び MSC ．292 （87）と して 採択 さ れ た。

　　本 改 正 にお い て は，火 災 リ ス ク の 迅速 な把握 を 目的 と
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7／ 2012年 版銅 船 規 則 及 び関 連検査要 領等 に お け る 改止 点 の 角1説

　　して，油 タ ン カ
ー

の 貨物 タ ン ク に 隣接する 区画へ の 固

　　定式炭化水素ガ ス 検知装置の 設置が 要求 され て い る。

　　こ の た め
， 決議 MSC ．291 （87）及び MSC ．292 （87）に 基

　　づ き，関連規定 を改め た 。

（2）現 行 の 鋼船規則検査 要領 N 編 附 属 書 1 の 14章及 び 15

　　章 に 規定する 酸素濃度計測 装 置 及 び 湿 度計測 装 置 の 要

　 件 に 関 し，参照 先 に不 明 瞭 な箇所が ある た め ，現行説

　　則 との 整合を図 るべ く関連規定 を改 め た。

3．改正 の 内容

改 正 点 は 以 下 の とお りとな っ て い る 。

（1）鋼船規則 R 編 4．5，7 （3）と して ，20，000DWT 以 トの 油 タ

　　ン カー
に お ける＿重 船殻及 び 「 重底区 画 に対 して 固 定

　　式炭化水素 ガス 検知 装 摺 を設 置 しな け れ ば な らな い 旨

　 新 た に 規定 した 。 （図 69 参照）

□ ：貨物 タン ク

ロ ：対象区画

　　（i）対象 と な る 区 画 の E部 （区 画 上 面 よ り 1m 以 内）

　　　 及 び下 部 （少な くと も区画最 下 部 か ら 0，5m で ，

　　　 船 底外板 の 梁 の 高 さを超 え る 位置） に ガ ス 採取管

　　　　を設 置す る こ と （図 70 参照）

　　（ii）30分 を超 えな い 間隔で 対象区画 の 各採取管か ら試

　　　 料 ガ ス を採取及 び分 析 で き る こ と

　　（iii）炭化水素 ガ ス 濃度 が 設 定値 以 上 と な っ た 場 合 に ，

　　　 少 な く と も貨物制御室，船橋 及 び ガ ス 分析装置上

　　　 で 叮視 可 聴 警報 が作動 す る こ と。

　　　　な お，貨物制御室に ガ ス 分析装置 を設置す る 砺合

　　　　は ，ガ ス 分析装置上 の 可視可聴警報 を貨物制御室

　　　　の 叮視可 聴警報 と兼用 し て も よい
。 さ ら に，当 該

　　　 装 置 と規則 R 編 4．5．10（3）に よ りタ ン カ ーの 貨 物

　　　　ポ ン プ 室に 設置が 要求 され る 装 置が 同 等の 性能を

　　　 有する 必要が あ る こ とか ら，関 連規定を適用す る

　　　　こ と と し，検 査 要 領 R編 R36．2．2 に 規 定 し た。

（3）固定式炭化水素 ガ ス 検知装 置 につ い て ， 日本籍船舶 に

　　あ っ て は主管庁承 認 品，外 国 籍船舶 に あ っ て は主 管庁

　　承 認 品 又 は 本 会 の 承認 を受けた もの とす る 旨検査要 領

　 R 編 R36，2．1 に規定 した 。

（4）鋼船規則検査要領 N 編 附属書 114 玲 及 び 15章に お い

　　て ，参照先 が 不明瞭 とな っ て い た ため，改 め て 規定を

　　設 けた 。

図 69　対象区 画 の 例

　　な お，イ ナ
ー

テ ィ ン グ 装置 を備 え て い る対 象 区画 及 び

　　規則 R 編 4．5．10 の 規定 に 従 っ て 炭 化 水素ガ ス 濃度 を連

　　続 して 表示
・監 視 す る装 置 が 備え ら れ て い る 貨物 ポ ン

　　プ 室 に つ い て は，当該装 置を設 置す る 必要 は な い 旨併

　　せ て 規定 した。

（2）鋼船規則 R 編 36章 と して ，固定式炭化水素 ガ ス 検知

　　装 置の 仕 様 を耕 た に 規定 し た 。 主 な 安件 と して 以 下 の

　　事項が挙げ られ る。

UpperDeck

図 70　採取 端の 配置例

67，鋼船規則検査要領 R 編 に お け る改正 点の 解説

　　　　　（貨物油 ポ ン プ室の 照明装置）

1．は じめ に

　2011 年 6 月 30 日 付
一

部 改 正 に よ り改 正 され て い る 鋼船

規則検査要領 R 編 中，貨物 油 ポ ン プ室 の 照明装 置 に 関 す る

事項 に つ い て ，そ の 内容を解説す る 。 な お，本改 正 は，

2011年 6 月 30 目 よ り適 用 され て い る 。

2．改正の 背景

現在 ， 本会規則 に お い て ，貨物 油 ポ ン プ 室 に 設 置 さ れ る

照明装 置は，酸 欠 等 の 人 的 被 害 「坊止 の 観点か ら当該 ポ ン プ

室の 通風装 置 との イ ン タ
ー

ロ ッ ク を要求 して い る 。

一・
方，

同 規 定 で は，非常照 明装置 に つ い て は，こ れ を省 略 す る こ

と が で きる 規定 とな っ て い る 。

　現 状 ，

一
般的な貨物油 ポ ン プ室 の 照 明装 置 の

．一
部 を非常

照明装置 と兼用 して い る船 舶 に お い て は
， 当該照明装置 を

主 照明装置 とみ な しイ ン タ
ー

ロ ッ クが と られ て い る 。 しか

しなが ら，非常照明 装 置 と兼用 す る 照 明装置の イ ン タ
ーロ

ッ ク を外 した場 合で あ っ て も， 残 りの 卞 照明装置 と通風 装

置 と の イ ン タ
ー

ロ ッ ク に よ り酸欠等 の 人 的被害の 防 止 が 十
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